
内
閣
衆
質
一
五
二
第
一
五
号

平
成
十
三
年
八
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
「
大
東
亜
戦
争
」
と
靖
国
神
社
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
八
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

一

五

号



衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
「
大
東
亜
戦
争
」
と
靖
国
神
社
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
運
動
に
つ
い
て
は
、
「
支
那
ニ
於
ケ
ル
排
日
運
動
ト
日
本
」
（
昭
和
七
年
一
月
外
務
省
通
商
局
第
二
課
作
成
）
、

「
通
商
上
ヨ
リ
見
タ
ル
支
那
ニ
於
ケ
ル
排
日
運
動
概
況
」
（
昭
和
十
年
三
月
外
務
省
通
商
局
第
二
課
作
成
）
等
に
よ
れ
ば
、

例
え
ば
、
昭
和
六
年
以
降
、
中
国
各
地
に
お
い
て
日
本
製
品
販
売
禁
止
等
の
動
き
が
あ
り
、
香
港
及
び
九
龍
に
お
い
て
邦
人

に
対
す
る
暴
行
事
件
が
発
生
し
た
等
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

一
の
（
�
）
、
（
�
）
か
ら
（
�
）
ま
で
、
（
１０
）
、
（
１７
）
、
（
２２
）
及
び
（
３０
）
に
つ
い
て

歴
史
教
科
書
の
検
定
は
、国
が
特
定
の
歴
史
認
識
や
歴
史
事
実
を
確
定
す
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
行
う
も
の
で
は
な
く
、

著
作
者
又
は
発
行
者
に
よ
っ
て
文
部
科
学
大
臣
に
検
定
申
請
さ
れ
た
図
書
に
つ
い
て
、
義
務
教
育
諸
学
校
教
科
用
図
書
検
定

基
準
（
平
成
十
一
年
文
部
省
告
示
第
十
五
号
）
又
は
高
等
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
（
平
成
十
一
年
文
部
省
告
示
第
九
十

六
号
）
に
基
づ
い
て
、
検
定
の
時
点
に
お
け
る
客
観
的
な
学
問
的
成
果
や
適
切
な
資
料
等
に
照
ら
し
て
、
記
述
の
欠
陥
を
指

摘
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
実
施
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
御
指
摘
の
各
記
述
を
含
め
、
検
定
の
決
定
が
さ
れ
た
教
科
書

に
示
さ
れ
た
歴
史
認
識
が
、
政
府
の
考
え
方
と
一
致
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

一



ま
た
、
先
の
大
戦
に
対
す
る
政
府
の
考
え
方
は
、
我
が
国
が
遠
く
な
い
過
去
の
一
時
期
、
国
策
を
誤
り
、
戦
争
へ
の
道
を

歩
ん
で
国
民
を
存
亡
の
危
機
に
陥
れ
、
植
民
地
支
配
と
侵
略
に
よ
っ
て
、
多
く
の
国
々
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
々
に

対
し
て
多
大
の
損
害
と
苦
痛
を
与
え
た
こ
と
に
対
し
て
、
痛
切
な
反
省
の
意
と
心
か
ら
の
お
詫
び
の
気
持
ち
を
表
す
と
と
も

に
、
こ
の
歴
史
が
も
た
ら
し
た
内
外
す
べ
て
の
犠
牲
者
に
深
い
哀
悼
の
念
を
捧
げ
た
村
山
内
閣
に
お
け
る
平
成
七
年
八
月
十

五
日
の
内
閣
総
理
大
臣
談
話
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
い
わ
ゆ
る
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
の
報
告
書
（
外
務
省
の
仮
訳
）
に
は
、
例
え
ば
、
「
日
本
は
支
那
の
最
近
接
せ
る

隣
国
に
し
て
、
且
最
大
な
る
顧
客
な
る
を
以
て
日
本
は
本
章
に
於
て
記
述
さ
れ
た
る
無
法
律
状
態
に
依
り
他
の
何
れ
の
国
よ

り
も
苦
し
み
た
り
。
」
、
「
日
本
は
支
那
に
於
け
る
其
の
臣
民
の
生
命
及
財
産
の
保
証
に
対
す
る
不
安
は
、
内
乱
又
は
地
方

的
混
乱
に
際
し
屡
干
渉
を
行
は
し
め
た
り
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

ま
た
、
同
報
告
書
に
は
、
「
満
州
に
於
け
る
日
本
の
権
益
は
無
視
す
る
を
得
ざ
る
事
実
に
し
て
如
何
な
る
解
決
方
法
も
右

を
承
認
し
且
日
本
と
満
州
と
の
歴
史
的
関
係
を
考
慮
に
入
れ
ざ
る
も
の
は
満
足
な
る
も
の
に
非
ざ
る
べ
し
。
」
と
の
記
述
が

あ
る
。

二



一
の
（
�
）
に
つ
い
て

検
定
の
決
定
が
さ
れ
た
歴
史
教
科
書
に
示
さ
れ
た
歴
史
認
識
が
政
府
の
考
え
方
と
一
致
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
は
な
い
こ
と
は
、
一
の
（
�
）
、
（
�
）
か
ら
（
�
）
ま
で
、
（
１０
）
、
（
１７
）
、
（
２２
）
及
び
（
３０
）
に
つ
い
て
（
以

下
「
一
の
（
�
）
な
ど
に
つ
い
て
」
と
い
う
。
）
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
現
地
の
人
々
の
協
力
」
等
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
別
紙
一
の
よ
う
な
文
献
の
記
述
が
あ
る
こ
と
は

承
知
し
て
い
る
が
、
詳
細
な
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
調
査
し
た
限
り
で
は
、
政
府
内
に
事
実
関
係
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

検
定
の
決
定
が
さ
れ
た
歴
史
教
科
書
に
示
さ
れ
た
歴
史
認
識
が
政
府
の
考
え
方
と
一
致
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
は
な
い
こ
と
は
、
一
の
（
�
）
な
ど
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
歴
史
教
科
書
に
お
け
る
戦
争
の
呼
称
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
戦
争
が
行
わ
れ
て
い
た
当
時
に
は
「
大
東

亜
戦
争
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
現
在
一
般
的
に
は
「
太
平
洋
戦
争
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
記
述
と
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会
（
以
下
「
検
定
審
議
会
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
義
務
教
育
諸
学
校
教

三



科
用
図
書
検
定
基
準
等
に
基
づ
く
審
議
の
結
果
を
踏
ま
え
、
こ
れ
を
許
容
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
（
１１
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
戦
闘
を
含
め
、
先
の
大
戦
に
対
す
る
政
府
の
考
え
方
は
、
一
の
（
�
）
な
ど
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
が
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
先
の
大
戦
の
個
々
の
戦
闘
に
お
け
る
軍
人
等
の
対
応
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
の
評
価
を
述
べ
る

こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

一
の
（
１２
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
神
風
特
別
攻
撃
隊
」
に
つ
い
て
は
、
発
案
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
昭
和
十
九
年
十
月
、
戦
況
が
悪
化
す
る
中

で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
へ
の
攻
撃
に
対
処
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
、
大
西
瀧
治
郎
海
軍
中
将
の
命

令
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
、
右
の
部
隊
に
所
属
し
た
軍
人
の
う
ち
い
わ
ゆ
る
特
攻
で
亡
く
な
っ
た
人
の
数
は
、
二
千
四
百
九
十

九
人
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
な
お
、
お
尋
ね
の
出
撃
し
た
飛
行
機
の
数
及
び
迎
撃
さ
れ
ず
に
敵
艦
に
命
中
し
た
飛
行
機

の
数
に
つ
い
て
は
、
調
査
し
た
限
り
で
は
、
政
府
内
に
事
実
関
係
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
記
録
が
見
当
た
ら
な

い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
い
わ
ゆ
る
特
攻
を
含
め
、
先
の
大
戦
に
対
す
る
政
府
の
考
え
方
は
、
一
の
（
�
）
な
ど
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
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お
り
で
あ
る
。

一
の
（
１３
）
に
つ
い
て

先
の
大
戦
に
お
い
て
、
沖
縄
は
国
内
最
大
の
地
上
戦
を
経
験
し
、
多
く
の
方
々
が
、
犠
牲
と
な
り
、
筆
舌
に
尽
く
し
難
い

苦
難
を
経
験
さ
れ
た
。
政
府
と
し
て
は
、
こ
の
こ
と
を
心
に
刻
み
、
こ
れ
ま
で
い
わ
ゆ
る
沖
縄
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
全
力
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

一
の
（
１４
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
各
記
述
に
つ
い
て
は
、
検
定
審
議
会
に
お
け
る
義
務
教
育
諸
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
等
に
基
づ
く
審
議
の

結
果
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
を
許
容
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
（
１５
）
に
つ
い
て

大
東
亜
会
議
は
、
昭
和
十
八
年
五
月
二
十
九
日
の
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
決
定
（
大
東
亜
政
略
指
導
大
綱
）
に
お
い
て
そ

の
開
催
が
決
定
さ
れ
、
同
年
十
月
二
日
の
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
了
解
（
大
東
亜
会
議
ニ
関
ス
ル
件
）
に
お
い
て
そ
の
内
容

等
が
具
体
化
さ
れ
た
後
、
同
年
十
一
月
五
日
及
び
同
月
六
日
の
両
日
、
東
京
都
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
同
会
議
に
出
席
し

た
各
国
代
表
者
及
び
同
代
表
者
の
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
以
降
の
主
な
経
歴
等
は
、
別
紙
二
の
と
お
り
で
あ
り
、
大
東
亜

五



会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
大
東
亜
共
同
宣
言
の
内
容
は
、
別
紙
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
の
（
１６
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
日
本
語
教
育
の
実
施
等
を
含
め
、
先
の
大
戦
に
対
す
る
政
府
の
考
え
方
は
、
一
の
（
�
）
な
ど
に
つ
い
て
で
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
日
本
軍
に
よ
っ
て
死
傷
し
た
人
々
の
数
」
に
つ
い
て
は
、
「
日
本
軍
に
よ
っ
て
死
傷
し
た
人
々
」
の

具
体
的
な
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
上
、
一
般
に
、
日
本
軍
の
行
為
に
よ
る
犠
牲
者
の
数
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
推

定
が
存
在
す
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
確
実
な
数
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
の
（
１８
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
い
わ
ゆ
る
学
徒
出
陣
は
、
在
学
徴
集
延
期
臨
時
特
例
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
七
百
五
十
五
号
）
に
基
づ
き
学
徒

を
徴
集
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
徴
集
さ
れ
る
学
徒
は
約
九
万
六
千
人
と
見
積
も
ら
れ
て
い
た
と
承

知
し
て
い
る
も
の
の
、
徴
集
の
上
で
実
際
に
出
動
し
た
学
徒
の
数
等
に
つ
い
て
は
、
調
査
し
た
限
り
で
は
、
政
府
内
に
事
実

関
係
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、

お
尋
ね
の
女
子
挺
身
隊
は
、
女
子
勤
労
挺
身
隊
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
政
府
の
女
子
動
員
促
進
策
と
し
て
、
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新
規
学
校
卒
業
者
、
職
業
に
就
い
て
い
な
い
十
四
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
程
度
の
未
婚
者
で
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ

ろ
、
こ
れ
に
加
わ
っ
た
女
性
の
数
等
に
つ
い
て
は
、
調
査
し
た
限
り
で
は
、
政
府
内
に
事
実
関
係
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
い
わ
ゆ
る
学
徒
出
陣
等
を
含
め
、
先
の
大
戦
に
対
す
る
政
府
の
考
え
方
は
、
一
の
（
�
）
な
ど
に
つ
い
て
で
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

一
の
（
１９
）
に
つ
い
て

朝
鮮
及
び
台
湾
に
お
け
る
徴
兵
及
び
徴
用
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
調
査
し
た
限
り
で
は
、
政
府
内
に
事
実
関
係
を
的
確
に

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
在
、
厚
生

労
働
省
が
保
有
す
る
資
料
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
を
本
籍
地
と
す
る
旧
日
本
軍
軍
人
及
び
軍
属
は
計
二
十
四
万
三
千
九
百
九
十
二

人
、
台
湾
を
本
籍
地
と
す
る
旧
日
本
軍
軍
人
及
び
軍
属
は
計
二
十
万
七
千
百
八
十
三
人
と
な
っ
て
い
る
。

お
尋
ね
の
朝
鮮
等
に
お
け
る
徴
兵
等
を
含
め
、
先
の
大
戦
に
対
す
る
政
府
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
一
の
（
�
）
な
ど
に

つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

一
の
（
２０
）
に
つ
い
て

七



お
尋
ね
の
「
強
制
連
行
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
確
立
さ
れ
た
考
え
方
が
あ
る
と
は
承
知
し
て

お
ら
ず
、
そ
の
経
緯
及
び
規
模
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

た
だ
し
、
戦
時
中
の
中
国
人
労
働
者
の
移
入
、
配
置
、
処
遇
、
送
還
等
に
関
わ
る
事
情
を
記
述
し
た
「
華
人
労
務
者
就
労

事
情
調
査
報
告
書
」
（
昭
和
二
十
一
年
三
月
外
務
省
管
理
局
作
成
）
に
よ
れ
ば
、
政
府
は
、
戦
時
中
の
国
内
労
働
力
の
不
足

を
補
う
た
め
、
昭
和
十
七
年
十
一
月
二
十
七
日
の
閣
議
決
定
（
華
人
労
務
者
内
地
移
入
ニ
関
ス
ル
件
）
に
基
づ
き
、
昭
和
十

八
年
か
ら
昭
和
二
十
年
ま
で
の
間
、
華
北
を
中
心
と
し
た
地
域
の
中
国
人
合
計
三
万
八
千
九
百
三
十
五
人
を
労
働
に
従
事
さ

せ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
は
、
た
と
え
戦
時
下
と
い
う
異
常
な
状
況
の
中
と
は
い
え
、

当
時
多
く
の
中
国
人
の
方
々
が
半
強
制
的
な
形
で
来
日
し
、
厳
し
い
労
務
に
つ
き
、
そ
の
中
で
多
く
の
苦
難
を
与
え
た
こ
と

は
極
め
て
遺
憾
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

一
の
（
��
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
皇
民
化
政
策
」
と
し
て
は
、
「
朝
鮮
及
台
湾
在
住
民
政
治
処
遇
ニ
関
ス
ル
質
疑
応
答
」
（
昭
和
二
十
年
三
月

内
務
省
管
理
局
作
成
）
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
及
び
台
湾
の
居
住
者
に
対
し
、
例
え
ば
、
日
本
語
の
普
及
及
び
そ
の
常
用
の
奨
励
、

風
俗
習
慣
の
改
善
等
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
な
内
容
や
実
施
状
況
等
に
つ
い
て
は
、
調
査
し
た

八



限
り
で
は
、
政
府
内
に
事
実
関
係
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
皇
民
化
政
策
」
の
実
施
を
含
め
、
先
の
大
戦
に
対
す
る
政
府
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
一
の
（
�
）
な
ど
に

つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

一
の
（
��
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
我
が
国
に
お
け
る
「
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
死
者
」
の
数
に
つ
い
て
は
、
「
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
死
者
」
の

具
体
的
な
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
昭
和
三
十
八
年
五
月
十
四
日
の
閣
議
決
定
（
戦
没
者

追
悼
式
の
実
施
に
関
す
る
件
）
に
お
い
て
、
同
年
八
月
十
五
日
に
実
施
す
る
全
国
戦
没
者
追
悼
式
に
お
け
る
戦
没
者
の
範
囲

に
つ
い
て
、
「
支
那
事
変
以
降
の
戦
争
に
よ
る
死
没
者
（
軍
人
・
軍
属
及
び
準
軍
属
の
ほ
か
、
外
地
に
お
い
て
非
命
に
た
お

れ
た
者
、
内
地
に
お
け
る
戦
災
死
没
者
等
を
も
含
む
者
と
す
る
。
）
と
す
る
」
と
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
政

府
と
し
て
は
、
右
の
戦
没
者
の
数
に
つ
い
て
、
約
三
百
十
万
人
で
あ
る
と
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
我
が
国
以
外
の
国
に
お
け
る
「
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
死
者
」
の
数
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
政
府
又
は
政
府
関
係

機
関
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
国
及
び
そ
の
公
表
数
は
、
調
査
し
た
限
り
で
は
、
別
紙
四
の
と
お
り
で
あ
る
と
承
知
し
て
い

九



る
。

一
の
（
��
）
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
広
島
及
び
長
崎
に
対
す
る
原
子
爆
弾
の
投
下
は
、
非
常
に
遺
憾
な
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、

原
子
爆
弾
の
投
下
は
、
国
際
法
の
根
底
に
あ
る
基
本
思
想
の
一
た
る
人
道
主
義
の
精
神
に
合
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
意

味
に
お
い
て
国
際
法
の
精
神
に
反
す
る
と
い
う
の
が
、
従
来
か
ら
の
政
府
の
見
解
で
あ
る
。

一
の
（
��
）
に
つ
い
て

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
、
我
が
国
に
対
し
て
先
の
大
戦
を
終
結
さ
せ
る
た
め
の
条
件
を
示
す
な
ど
し
た
文
書
で
あ
り
、
昭
和
二

十
年
七
月
二
十
六
日
、
当
時
の
我
が
国
の
主
要
交
戦
国
の
代
表
者
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
、
中
華
民
国
政
府
主
席

及
び
「
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
」
国
総
理
大
臣
に
よ
り
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
年
八
月
八
日
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主

義
共
和
国
連
邦
は
、
我
が
国
に
対
し
宣
戦
を
布
告
す
る
と
と
も
に
同
宣
言
に
加
わ
っ
た
。

我
が
国
は
、
同
年
八
月
十
四
日
、
同
宣
言
を
受
諾
し
て
降
伏
し
、
同
年
九
月
二
日
、
降
伏
文
書
に
署
名
し
た
。

一
の
（
��
）
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
過
去
の
戦
争
に
お
い
て
、
各
国
が
非
武
装
の
民
間
人
や
捕
虜
の
虐
殺
に
及
ん
だ
個
別
具
体
的
な
事
件
に

一
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つ
い
て
の
詳
細
は
承
知
し
て
い
な
い
。

一
の
（
��
）
に
つ
い
て

我
が
国
は
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
（
昭
和
二
十
七
年
条
約
第
五
号
。
以
下
「
平
和
条
約
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
に
よ

り
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
の
裁
判
を
受
諾
し
て
い
る
。

一
の
（
��
）
に
つ
い
て

平
和
条
約
第
十
一
条
に
お
い
て
は
、我
が
国
が
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
の
裁
判
を
受
諾
す
る
こ
と
等
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

千
九
百
五
十
六
年
の
日
本
国
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
と
の
共
同
宣
言
及
び
千
九
百
七
十
二
年
の
日
中
共
同
声

明
に
お
い
て
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
の
裁
判
に
対
す
る
言
及
は
な
い
。

一
の
（
��
）
に
つ
い
て

千
九
百
七
十
二
年
九
月
二
十
九
日
に
署
名
さ
れ
た
日
中
共
同
声
明
第
五
項
に
お
い
て
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
、
中
日

両
国
国
民
の
友
好
の
た
め
に
、
我
が
国
に
対
す
る
戦
争
賠
償
の
請
求
を
放
棄
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
な
お
、
同
声
明

に
署
名
が
さ
れ
る
前
の
千
九
百
七
十
二
年
九
月
二
十
六
日
、
周
恩
来
中
華
人
民
共
和
国
国
務
院
総
理
は
、
田
中
内
閣
総
理
大

臣
と
の
会
談
に
お
い
て
、
「
我
々
は
賠
償
の
苦
し
み
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
苦
し
み
を
日
本
人
民
に
な
め
さ
せ
た
く
な
い
。

一
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我
々
は
、
田
中
首
相
が
訪
中
し
、
国
交
正
常
化
問
題
を
解
決
す
る
と
言
っ
た
の
で
、
日
中
両
国
人
民
の
友
好
の
た
め
に
、
賠

償
放
棄
を
考
え
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

一
の
（
��
）
に
つ
い
て

先
の
大
戦
に
対
す
る
政
府
の
考
え
方
は
、
一
の
（
�
）
な
ど
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
外
交
」
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
我
が
国
と
近
隣
ア
ジ
ア
諸
国

と
の
友
好
関
係
を
維
持
発
展
さ
せ
て
い
く
考
え
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
一
の
（
�
）
な
ど
に
つ
い
て
で
述
べ
た
先
の

大
戦
に
対
す
る
政
府
の
考
え
方
を
踏
ま
え
、
相
互
理
解
、
相
互
信
頼
を
一
層
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

し

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、靖
国
神
社
が
い
わ
ゆ
る
Ａ
級
戦
犯
を
合
祀
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
宗
教
法
人
で
あ
る
靖
国
神
社
の
宗
教
上
の
事
項
で
あ
る
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
、
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

な
お
、
靖
国
神
社
が
公
表
し
た
資
料
に
よ
れ
ば
、
靖
国
神
社
は
、
先
の
大
戦
等
に
お
い
て
戦
没
し
た
軍
人
等
を
合
祀
し
て

一
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お
り
、
平
成
十
二
年
十
月
現
在
の
靖
国
神
社
に
よ
る
合
祀
に
係
る
柱
数
は
、
合
計
二
百
四
十
六
万
六
千
三
百
四
十
四
柱
で
あ

る
と
さ
れ
、
戦
役
・
事
変
別
内
訳
は
、
明
治
維
新
七
千
七
百
五
十
一
柱
、
西
南
戦
争
六
千
九
百
七
十
一
柱
、
日
清
戦
争
一
万

三
千
六
百
十
九
柱
、
台
湾
征
討
千
百
三
十
柱
、
北
清
事
変
千
二
百
五
十
六
柱
、
日
露
戦
争
八
万
八
千
四
百
二
十
九
柱
、
第
一

次
世
界
大
戦
四
千
八
百
五
十
柱
、
済
南
事
変
百
八
十
五
柱
、
満
州
事
変
一
万
七
千
百
七
十
五
柱
、
支
那
事
変
十
九
万
千
二
百

十
八
柱
、
大
東
亜
戦
争
二
百
十
三
万
三
千
七
百
六
十
柱
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
お
尋
ね
の
「
軍
人
軍
属
、
準
軍
属
及
び
そ

の
他
、
朝
鮮
・
台
湾
出
身
者
」
の
各
柱
数
に
つ
い
て
は
、
調
査
し
た
限
り
で
は
、
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

昭
和
二
十
年
八
月
ま
で
に
靖
国
神
社
の
た
め
に
支
出
さ
れ
た
国
費
の
合
計
額
に
つ
い
て
は
、
調
査
し
た
限
り
で
は
、
政
府

内
に
こ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
記
録
が
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
お
、
明
治
二
十
三
年
度
か

ら
昭
和
二
十
年
度
ま
で
の
間
の
決
算
書
に
よ
れ
ば
、
歳
出
科
目
の
名
称
か
ら
判
断
す
る
限
り
に
お
い
て
、
陸
軍
省
所
管
か
ら
、

靖
国
神
社
寄
付
金
と
し
て
明
治
二
十
三
年
度
か
ら
昭
和
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
合
計
四
十
四
万
五
千
六
百
円
、
靖
国
神
社
供

進
金
と
し
て
昭
和
十
四
年
度
か
ら
昭
和
十
九
年
度
ま
で
の
間
に
合
計
七
万
二
千
円
、
靖
国
神
社
特
別
寄
付
金
と
し
て
明
治
三

一
三



十
五
年
度
に
五
万
二
千
円
、
靖
国
神
社
臨
時
大
祭
費
と
し
て
明
治
三
十
一
年
度
及
び
明
治
三
十
四
年
度
に
合
計
三
万
六
百
三

十
二
円
、
靖
国
神
社
臨
時
大
祭
寄
付
金
と
し
て
昭
和
四
年
度
及
び
昭
和
七
年
度
か
ら
昭
和
九
年
度
ま
で
の
間
に
合
計
二
十
二

万
九
千
円
、
靖
国
神
社
臨
時
祭
寄
付
金
と
し
て
昭
和
十
年
度
か
ら
昭
和
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
合
計
十
八
万
八
千
五
百
六
十

円
、
靖
国
神
社
震
災
復
旧
費
寄
付
金
と
し
て
大
正
十
三
年
度
か
ら
昭
和
四
年
度
ま
で
の
間
（
昭
和
二
年
度
を
除
く
。
）
に
合

計
七
十
万
円
が
支
出
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
靖
国
神
社
が
宗
教
法
人
と
な
っ
た
後
に
同
神
社
に
関
連
し
て
支
出
さ
れ
た
国
費
と
し
て
は
、
昭
和
六
十
年
八
月
十

五
日
に
当
時
の
中
曽
根
内
閣
総
理
大
臣
が
靖
国
神
社
を
参
拝
し
た
祭
に
、
供
花
料
に
充
て
る
た
め
三
万
円
が
支
出
さ
れ
て
い

る
。靖

国
神
社
に
対
す
る
国
有
地
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
に
、
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
三
十

号
に
よ
る
改
正
前
の
社
寺
等
に
無
償
で
貸
し
付
け
て
あ
る
国
有
財
産
の
処
分
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十

三
号
。
以
下
「
旧
社
寺
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
千
代
田
区
九
段
外
所
在
の
国
有
地
四

筆
合
計
二
万
九
千
六
百
八
十
五
坪
を
無
償
で
譲
与
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
譲
与
に
係
る
土
地
の
当
時
の
時
価
相
当
価
格

に
つ
い
て
は
、
調
査
し
た
限
り
で
は
、
政
府
内
に
こ
れ
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
記
録
が
な
い
た
め
、
お
答
え
す

一
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る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

国
家
神
道
、
神
社
神
道
ニ
対
ス
ル
政
府
ノ
保
証
、
支
援
、
保
全
、
監
督
並
ニ
弘
布
ノ
廃
止
ニ
関
ス
ル
件
（
昭
和
二
十
年
十

二
月
十
五
日
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
参
謀
副
官
発
第
三
号
日
本
政
府
ニ
対
ス
ル
覚
書
）
は
、
神
社
に
対
す
る
い
わ

ゆ
る
国
家
管
理
制
度
の
廃
止
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
項
及
び
第
二
項
に
は
、
こ
れ
が
発
せ
ら
れ
た
理
由
等
が

詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
昭
和
二
十
一
年
二
月
二
日
に
施
行
さ
れ
た
宗
教
法
人
令
中
改
正
ノ
件
（
昭
和
二
十
一

年
勅
令
第
七
十
号
）
附
則
第
二
項
に
よ
り
、
靖
国
神
社
は
宗
教
法
人
令
（
昭
和
二
十
年
勅
令
第
七
百
十
九
号
）
上
の
法
人
と

み
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
年
九
月
七
日
、
靖
国
神
社
に
つ
い
て
宗
教
法
人
と
し
て
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
昭
和
二
十
三
年
四
月
二
十
七
日
に
、
靖
国
神
社
か
ら
、
旧
社
寺
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
五
筆
の
土
地

に
つ
き
譲
与
の
申
請
が
な
さ
れ
、
社
寺
境
内
地
処
分
審
査
会
へ
の
諮
問
を
経
て
、
う
ち
四
筆
の
土
地
に
つ
い
て
、
地
租
改
正

等
に
よ
り
国
有
と
な
っ
た
国
有
財
産
で
、
旧
社
寺
法
施
行
の
際
、
現
に
靖
国
神
社
に
対
し
、
旧
国
有
財
産
法
（
大
正
十
年
法

律
第
四
十
三
号
）
に
よ
っ
て
無
償
で
貸
し
付
け
て
あ
る
も
の
の
う
ち
、
靖
国
神
社
の
宗
教
活
動
を
行
う
の
に
必
要
な
も
の
に

当
た
る
と
し
て
、
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日
に
こ
れ
ら
を
靖
国
神
社
に
対
し
譲
与
し
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
靖
国
神
社
に
対
す
る
境
内
地
の
譲
与
は
、
旧
社
寺
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
昭
和
三
十
三
年
十
二
月
二
十
四
日
大
法
廷
判
決
（
民
集
十
二
巻
十
六
号
三

千
三
百
五
十
二
頁
）
に
お
い
て
、
新
憲
法
施
行
に
先
立
っ
て
、
明
治
初
め
こ
ろ
に
社
寺
等
か
ら
無
償
で
取
得
し
国
有
と
し
た

財
産
を
、
そ
の
社
寺
等
に
返
還
す
る
処
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
沿
革
上
の
理
由
に
基
づ
く
国
有
財
産
関
係
の

整
理
は
、
憲
法
第
八
十
九
条
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
旨
判
断
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
最
高
裁
判
所
昭
和
四
十

九
年
四
月
九
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
判
例
時
報
七
百
四
十
号
四
十
二
頁
）
は
、
右
の
大
法
廷
判
決
の
判
示
し
た
と
こ
ろ
を
引

用
す
る
と
と
も
に
、
「
旧
国
有
財
産
法
に
基
づ
く
社
寺
等
に
対
す
る
国
有
境
内
地
等
の
無
償
貸
付
関
係
は
、
（
中
略
）
宗
教

団
体
に
対
す
る
特
別
の
利
益
供
与
を
禁
止
す
る
日
本
国
憲
法
の
下
に
お
い
て
、
こ
れ
を
持
続
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
清
算
す
る
に
あ
た
り
、
た
だ
単
に
そ
の
消
滅
の
み
を
は
か
る
と
す
れ
ば
、
（
中
略
）
沿
革
的
な
理
由
か
ら

従
来
社
寺
等
に
認
め
ら
れ
て
い
た
永
久
、
無
償
の
使
用
権
を
ゆ
え
な
く
奪
う
こ
と
と
な
り
、
財
産
権
を
保
障
す
る
日
本
国
憲

法
の
精
神
に
も
反
す
る
結
果
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
社
寺
等
の
宗
教
活
動
に
支
障
を
与
え
、
そ
の
存
立
を
危
く

す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
結
果
は
、
実
質
的
に
み
て
特
定
宗
教
に
対
す
る
不
当
な
圧
迫
で

あ
り
、
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
も
反
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
（
中
略
）
沿
革
に
か
ん
が
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み
、
旧
国
有
財
産
法
に
基
づ
き
社
寺
等
に
無
償
貸
付
し
て
あ
る
境
内
地
等
の
う
ち
、
社
寺
上
地
等
に
よ
り
国
有
と
な
っ
た
土

地
等
に
つ
い
て
は
、
（
中
略
）
こ
れ
を
元
来
所
有
権
者
で
あ
る
べ
き
社
寺
等
に
無
償
で
返
還
（
譲
与
）
す
る
こ
と
と
し
て
制

定
さ
れ
た
の
が
法
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
、
旧
社
寺
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
と
実
質
的
に
同
一
の
内
容
の
昭
和

二
十
八
年
法
律
第
百
三
十
号
に
よ
る
改
正
後
の
社
寺
等
に
無
償
で
貸
し
付
け
て
あ
る
国
有
財
産
の
処
分
に
関
す
る
法
律
第
一

条
の
規
定
に
つ
い
て
、
同
規
定
は
憲
法
第
八
十
九
条
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。

こ
れ
ら
の
最
高
裁
判
決
の
判
示
し
た
と
こ
ろ
に
照
ら
す
と
、
前
記
の
と
お
り
旧
社
寺
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い

て
さ
れ
た
靖
国
神
社
に
対
す
る
土
地
の
譲
与
は
、
憲
法
第
八
十
九
条
と
の
関
係
で
問
題
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、

憲
法
第
二
十
条
と
の
関
係
で
も
問
題
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

靖
国
神
社
が
い
わ
ゆ
る
Ａ
級
戦
犯
を
合
祀
し
た
理
由
及
び
経
緯
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
に
お
い
て
被
告
人
が
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
条
例
第
五
条
第
二
項
�
に
規
定
す
る
平
和
に
対
す
る

罪
等
を
犯
し
た
と
し
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
政
府
と
し
て
は
、
平
和
条
約
第
十
一
条
に
よ
り
、
極
東
国
際
軍
事
裁
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判
所
の
裁
判
を
受
諾
し
て
い
る
。
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
も
、
政
府
と
立
場
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
政
府
と
同
様
の
認

識
を
有
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
発
言
は
、
そ
の
発
言
内
容
に
沿
う
日
本
人
の
国
民
感
情
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し

た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

戦
前
の
修
身
教
科
書
に
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
記
述
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
大
日
本
帝
国
憲
法
の
定
め
る
国
家
制
度
を

前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
記
述
に
係
る
よ
う
な
考
え
方
が
、
現
行
の
憲
法
の
下
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
も
の
で

あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
特
攻
隊
員
の
気
持
ち
は
各
人
様
々
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
特
攻
隊
員
を
含

め
、
先
の
大
戦
で
犠
牲
と
な
っ
た
方
々
に
深
い
哀
悼
の
念
を
捧
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
へ
の
公
式
参
拝
（
内
閣
総
理
大
臣
が
内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
の
資
格
で
行
う
靖
国
神
社
へ
の

参
拝
を
い
う
。
）
は
、
国
民
や
遺
族
の
多
く
が
、
靖
国
神
社
を
我
が
国
に
お
け
る
戦
没
者
追
悼
の
中
心
的
施
設
で
あ
る
と
し
、
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靖
国
神
社
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
立
場
に
あ
る
者
が
追
悼
を
行
う
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
事
情
を
踏
ま
え
て
、
戦
没

者
一
般
を
追
悼
す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
り
、
同
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
個
々
の
戦
没
者
に
対
し
て
行
う
も
の
で
は
な

い
か
ら
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
も
の
と
し
て
も
、
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
へ
の
公
式
参
拝
が
直
ち
に
不
適
当

な
も
の
に
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二
の
（
��
）
に
つ
い
て

内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
へ
の
公
式
参
拝
は
、
国
民
や
遺
族
の
多
く
が
、
靖
国
神
社
を
我
が
国
に
お
け
る
戦
没
者
追
悼

の
中
心
的
施
設
で
あ
る
と
し
、
靖
国
神
社
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
立
場
に
あ
る
者
が
追
悼
を
行
う
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と

い
う
事
情
を
踏
ま
え
て
、
専
ら
戦
没
者
の
追
悼
と
い
う
宗
教
と
は
関
係
の
な
い
目
的
で
行
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
際
、

追
悼
を
目
的
と
す
る
参
拝
で
あ
る
こ
と
を
公
に
す
る
と
と
も
に
、
神
道
儀
式
に
よ
る
こ
と
な
く
追
悼
行
為
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
方
式
に
よ
っ
て
追
悼
の
意
を
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
上
の
目
的
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
外
観
上
も
明
ら
か
で

あ
る
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
政
教
分
離
の
原
則
に
反
し
な
い
と
考
え
る
。

ま
た
、
内
閣
総
理
大
臣
の
地
位
に
あ
る
者
に
つ
い
て
も
、
私
人
と
し
て
憲
法
上
信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
か
ら
、
私
人
の
立
場
で
靖
国
神
社
に
参
拝
す
る
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
政
教
分
離
の
原
則
と
の
関
係
で
問
題
を
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生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。
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